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平成 25年 7月 31日 

各   位 

会 社 名  三菱重工業株式会社 

代 表 者   取締役社長 宮永 俊一 

（コード番号 7011） 

上場取引所   東 名 福 札 

問合せ責任者  社長室広報部長 中山 明彦 

                                                （TEL03-6716-3111） 

 

当社国内産業用火力発電システム事業の会社分割による連結子会社への承継に係る 

吸収分割契約の締結に関するお知らせ 

 

平成 25 年 5 月 30 日に公表いたしました、当社が営む産業用火力発電システム事業を当社 100％

出資子会社であるＭＨＩプラントエンジニアリング株式会社（以下、「ＭＨＩＰＥＣ」という。）

に承継させる会社分割につきまして、当社は、本日開催の取締役会において、吸収分割契約を承

認することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件分割は、100％

出資子会社への会社分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。 

 

記 

 

１．会社分割の目的 

国内産業用火力発電システム事業は、東日本大震災発生以降、自家発電や新電力向け電源を中

心に需要が増大傾向にありますが、この市場で更なる事業拡大をはかっていくためには、一層

の競争力強化と機動的な事業展開が欠かせません。そのため、営業・ 設計・建設・アフターサ

ービスの機能を一体化し、迅速な意思決定を実現して顧客ニーズに即応できる体制を構築する

ことが必要だと判断し、当社は、平成 25 年 10 月１日付で、国内産業用火力発電システム事業

を簡易吸収分割により、当社の 100％出資子会社であるＭＨＩＰＥＣに承継させることといた

しました。 

 

２．会社分割の要旨 

（１）会社分割の日程 

取 締 役 会 決 議 日 平成 25年 7月 31日 

契 約 締 結 日 平成 25年 7月 31日 

実 行 予 定 日 （ 効 力 発 生 日 ） 平成 25年 10月 1日（予定） 

  （注）本件は、会社法第 784 条第 3項の規定により、同法第 783条第 1 項に定める株主総会

の承認を得ないで分割（簡易分割）を行うものです。 

 

（２）会社分割の方式 

  当社を分割会社とし、ＭＨＩＰＥＣを承継会社とする吸収分割です。 

 

（３）会社分割に係る割当ての内容 

ＭＨＩＰＥＣは、本件分割に際して株式 100,000 株を発行し、そのすべてを当社に対して割

当て交付します。 
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（４）会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

  分割会社の新株予約権に基づく義務を、承継会社には移転又は承継させません。 

  なお、当社は、新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

（５）会社分割により増減する資本金 

本件分割による当社の資本金、資本準備金の減少は、いずれもありません。 

 

（６）承継会社が承継する権利義務 

  ①承継会社は、分割会社が対象事業に関して有する資産、契約上の地位、その他の権利及び

義務を承継します。（但し、吸収分割契約において承継しないと定めたものを除く。） 

  ②本件分割による分割会社から承継会社に対する債務その他の義務の承継は、全て重畳的 

債務引受の方法によります。 

 

（７）債務履行の見込み 

  本件分割において、分割会社及び承継会社が負担すべき債務については、履行の見込みに  

問題はないと判断しております。 

 

３．会社分割の当事会社の概要  

 
 

分割会社 
（平成 25年 3月 31日現在） 

承継会社 
（平成 25年 3月 31日現在） 

(1） 名 称 三菱重工業株式会社 MHIプラントエンジニアリング株式会社 

(2） 所 在 地 東京都港区港南二丁目 16番 5号 神奈川県横浜市中区錦町 12番地 

(3） 
代表者の役
職 ・ 氏 名 

取締役社長 大宮 英明 取締役社長 石川 雅雄 

(4） 事 業 内 容 
船舶・海洋、原動機、機械・鉄構、
航空・宇宙、汎用機・特殊車両、
その他事業における製造等 

船舶、原動機、鉄構製品、環境装置、 
化学プラント、交通システム等の設計、
現地工事の施工等 

(5） 資 本 金 265,608百万円 1,000百万円 

(6） 設立年月日 昭和 25年 1月 11日 昭和 36年 10月 10日 

(7） 発行済株式数 3,373,647,813株 400,000株 

(8） 決 算 期 3月 31日 3月 31日 

(9） 
大株主及び 
持 株 比 率 

・日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託
銀行(株)信託口 

 
・日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行
(株)信託口 

 
・野村信託銀行(株)退職
給付信託三菱東京 UFJ
銀行口 

 
・明治安田生命保険(相) 
 
・ｼﾞｪｰﾋﾟｰ ﾓﾙｶﾞﾝ ﾁｪｰｽ ﾊﾞ
ﾝｸ 380055  

4.3％ 
 
 
4.1％ 
 
 
3.7％ 
 
 
 
2.3％ 
 
2.2％ 

三菱重工業㈱    100％ 
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分割会社 

（平成 25年 3月 31日現在） 
承継会社 

（平成 25年 3月 31日現在） 

(10) 純 資 産 1,430,225百万円（連結） 4,755百万円（個別） 

(11) 総 資 産 3,935,119百万円（連結） 11,364百万円（個別） 

(12) 1 株当たり純資産 410.90円（連結） 11,887円（個別） 

(13) 売 上 高 2,817,893百万円（連結） 22,868百万円（個別） 

(14) 営 業 利 益 163,520百万円（連結） 640百万円（個別） 

(15) 経 常 利 益 149,028百万円（連結） 670百万円（個別） 

(16) 当期純利益 97,330百万円（連結） 364百万円（個別） 

(17) 1 株当たり当期純利益 29.01円（連結） 911円（個別） 

 

（18）分割又は承継する部門の事業内容 

① 国内産業用火力発電システム事業 

② 上記製品に関わる付帯関連事業 

 

（19）分割又は承継する部門の経営成績 

 分割する事業部門の
実績（連結） (a) 

平成 25 年 3 月期実績
（連結）(b) 

比率 (a/b) 

売 上 高 22,800百万円 2,817,893百万円 0.8％ 

    

（20）分割又は承継する資産、負債の金額 

資 産 174億円 

負 債 174億円 

 

４．本件分割後の上場会社の状況  

  分割会社 

(1） 名 称 三菱重工業株式会社 

(2） 所 在 地 東京都港区港南二丁目 16番 5号 

(3） 代表者の役職・氏名 取締役社長 宮永 俊一 

(4） 事 業 内 容 
船舶・海洋、原動機、機械・鉄構、航空・宇宙、汎用機・特殊

車両、その他事業における製造等 

(5） 資 本 金 265,608百万円 

(6） 決 算 期 3月 31日 

 

５．本件分割後の承継会社の状況  

  承継会社 

(1） 名 称 MHIプラントエンジニアリング株式会社 

(2） 所 在 地 神奈川県横浜市中区錦町 12番地 

(3） 代表者の役職・氏名 取締役社長 石川 雅雄 

(4） 事 業 内 容 

① 国内産業用火力発電システム事業 
② 原動機、鉄構製品、環境装置、化学プラント、交通システ

ム等の設計、現地工事の施工等 

(5） 資 本 金 1,000百万円 

(6） 決 算 期 3月 31日 
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６．今後の見通し 

本件分割による当社業績への影響は、連結、個別ともに軽微です。 

 

以 上  


